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と

【資格確認書とは】
マイナ保険証の利用登録をしていない加入者や被扶養者が、
医療機関等で健康保険証として利用するための証です。

注　在職中に交付を受けていた上記いずれかの証を、被扶養
者を含めて人数分同封しています。



期間

　又は資格確認書
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８

８

8
9.126

子ども・子育て支援金分、

介護

9.126％

9.126 32,853

2



　　　　　　　遡って取り消しとなります）。なお、資格喪失後に資格確認書を使用

して医療機関を受診していた場合、私学事業団が負担した医療費を返還していただき

ます。

資格確認書

また、掛金を払わないことにより任意継続脱退の申し出とすることはできませんので、

脱退を希望する場合は必ず『任意継続加入者資格喪失申出書 　 』による手続きを

お願いします（２年の期間満了前の喪失手続きについては 13 ページＱ20 を参照し

てください）。
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に

付
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に
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A.　40歳以上65歳未満の加入者及び被扶養者のうち、次の人は第２号被保険者になり

ません。

　　次の項目に該当する人は、『介護保険第２号被保険者に係る適用除外該当・不該当

届出書 　』に、事由に応じた書類を添付して私学事業団宛てに提出してください

（第１号被保険者の場合は市区町村にお尋ねください）。

　①　市区町村の区域内に住所を有しない人（日本国内に住民票のない人）

　　・住民票の除票（原本）

　※　帰国して市区町村の区域内に住所を有することになったときは、上記届出書に

転入後の住民票（原本）を添付して届け出が必要です。

　②　介護保険適用除外施設に入所又は入院している人

　　・入所又は入院したことを証する施設長の証明書（原本）

　※　介護保険適用除外施設を退所又は退院することとなったときは、上記届出書に

退所又は退院したことを証する施設長の証明書（原本）を添付して届け出が必

要です。

　③　外国人で入国時から日本在留期間が３か月以下と決定されている人

　　・旅券、在留期間を証明する書類

　※　在留期間を更新し、３か月を超えて滞在することとなったときは、上記届出書

に住民票（原本）を添付して届け出が必要です。
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「納付通知書」でゆうちょ銀行（郵便局）から払い込んでください。

口座振替を開始する月までは、任意継続加入者確認通知書に同封した

　うえ、
たうえ、
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　ただし、任意継続加入時に選択した納付方法を加入時から変更することはできま
せん（変更時期は以下のとおり決まっています）。
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速やかに 宛て
提出
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　　期間
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資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせ
出書

書又は資格情報のお知らせ
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　　　　　　　 　　その場合は、私学事業団で入金確認後に別途『還
付請求書』を送付しますので、ご提出ください。
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　マイナ保険証を持っていない７０歳以上の人

が医療機関等で保険診療を受けるときは、『私

立学校教職員共済高齢受給者証』（以下「高齢

受給者証」といいます）を資格確認書と併せて

提示する必要があります。これは、保険診療の

自己負担割合を示す証で、原則２割となって

います。ただし、任意継続掛金の算定基礎とな

る標準報酬月額が２８万円以上の場合には３割

となります。

「高齢受給者証」は、７０歳の誕生日の属する月の翌月（誕生日が１日の場合は

その月） １日から適用となります。適用開始日の前月の中旬に私学事業団から送

付します。

又は資格確認書

Ａ．保険診療を受けるときにマイナ保険証又は資格確認書を医療機関等の窓口に提示

すると、自己負担金割合は70歳未満の加入者と被扶養者は３割、０歳から義務教育

就学前までは２割、70歳以上は高齢受給者証に表示されている割合となります。70

歳以上の人が保険診療を受けるときや、医療費が高額となるため高額療養費にかか

る限度額適用認定を受けているときには、次の証も提示してください。
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　 ７０

資格確認書は、速やか
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て（※）健診結果記入票及び標準的な質問票　  が必要ですので注意してください。

（審査の過程で、人間ドックの検査結果（写し）を求める場合があります。）

任意継続加入者の住所宛てに送付します。
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不要

最長80歳まで自動継続となります（手続き不要）。
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７０

１９ Q３２

①、②の

マイナ保険証及び

拘禁刑
ることがあります。

（７）マイナ保険証の利用登録をした場合は『資格確認書交付・再交付　資格情報のお
知らせ再通知　高齢受給者証再交付申請書 　』により「資格情報のお知らせ」
を申請のうえ、資格確認書を返納してください。
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任意継続加入者等記号・番号

枝番

0 0

氏名の変更・訂正の場合は、加入者の本人確認ができる書類（加入者の運転免許証の写し、パスポートの写し、
住民票（マイナンバーの記載のないもの）等のうちいずれか一通）を添付してください。

11280 2025.04



任意継続加入者等記号・番号 12A0299-00999-00

　氏名の変更・訂正の場合は、加入者の本
人確認ができる書類（加入者の運転免許証
の写し、パスポートの写し、住民票（マイナン
バーの記載のないもの）等のうちいずれか
一通）を添付してください。

資格情報のお知らせ・資格確認書に記

載されている加入者番号（記号・番号）

を記入してください。

任意継続加入者等記号・番号

枝番

0 0

氏名の変更・訂正の場合は、加入者の本人確認ができる書類（加入者の運転免許証の写し、パスポートの写し、
住民票（マイナンバーの記載のないもの）等のうちいずれか一通）を添付してください。

11280 2025.04

11280 2025.04
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付
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。
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。
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立
学

校
に

再
就

職
し

た
場

合
は

、学
校

法
人

等
よ

り
提

出
さ

れ
る

再
資

格
取

得
報

告
に

基
づ

き
喪

失
処

理
を

す
る

た
め

、こ
の

申
出

書
の

提
出

は
不

要
で

す
。

　
任

意
継

続
加

入
者

が
資

格
喪

失
日

以
後

の
掛

金
を

納
付

し
て

い
る

場
合

は
、
資

格
喪

失
確

認
後

に「
任

意

継
続

掛
金

介
護

掛
金

還
付

請
求

書
」を

送
付

し
ま

す
の

で
、速

や
か

に
手

続
き

を
し

て
く

だ
さ

い
。 

　
資

格
確

認
書

、
任

意
継

続
加

入
者

証
等

　
他
の
健
康
保
険
制
度
に
加
入
し
た
場
合
は
、
加
入
し

た
制
度
が
発
行
す
る
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
（
資
格
情
報
通
知
書
）
の
コ
ピ
ー
（
被
扶
養
者

と
な
る
場
合
や
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
は
除
く
）

○
○

任
意
継
続
加
入
者
等
記
号
・
番
号

枝
番

任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
期
間

資
格
確
認
書
等
の
添
付

（
新
し
い
職
場
の
資
格
確
認
書
等
、
資
格
取
得
日
が
分
か
る
書
類
の
本
人
分
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
）

（
医
師
国
保
等
は
除
き
ま
す
）

任
意

継
続

加
入

者
の

資
格

喪
失

年
月

日
以

降
は

、
任

意
継

続
加

入
者

と
し

て
の

保
険

診
療

等
は

受
け

ら
れ

ま
せ

ん
の

で
十

分
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
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資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
・
資
格
確
認
書

等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
加
入
者
番
号
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
任

意
継

続
加

入
者

の
期

間
が

満
了

す
る

前
に

資
格

喪
失

を
希

望
す

る
場

合
は

、
必

ず
こ

の
申

出
書

を
提

出

し
て

く
だ

さ
い

。

　
配

偶
者

等
の

加
入

し
て

い
る

健
康

保
険

制
度

の
被

扶
養

者
と

し
て

認
定

を
受

け
る

場
合

や
国

民
健

康
保

険
に

加
入

す
る

場
合

は
、
先

に
任

意
継

続
加

入
者

の
資

格
喪

失
手

続
き

を
し

て
く

だ
さ

い
。

任
意

継
続

加
入

者
と

し
て

被
保

険
者
（

加
入

者
）
で

あ

る
間

は
、
国

民
健

康
保

険
に

加
入

し
た

り
被

扶
養

者
と

し
て

認
定

で
き

な
い

こ
と

に
な

っ
て

い
ま

す
。

　
任

意
継

続
加

入
者

が
私

立
学

校
に

再
就

職
し

た
場

合
は

、学
校

法
人

等
よ

り
提

出
さ

れ
る

再
資

格
取

得
報

告
に

基
づ

き
喪

失
処

理
を

す
る

た
め

、こ
の

申
出

書
の

提
出

は
不

要
で

す
。

　
任

意
継

続
加

入
者

が
資

格
喪

失
日

以
後

の
掛

金
を

納
付

し
て

い
る

場
合

は
、
資

格
喪

失
確

認
後

に「
任

意

継
続

掛
金

介
護

掛
金

還
付

請
求

書
」を

送
付

し
ま

す
の

で
、速

や
か

に
手

続
き

を
し

て
く

だ
さ

い
。 

　
資

格
確

認
書

、
任

意
継

続
加

入
者

証
等

　
他
の
健
康
保
険
制
度
に
加
入
し
た
場
合
は
、
加
入
し

た
制
度
が
発
行
す
る
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
（
資
格
情
報
通
知
書
）
の
コ
ピ
ー
（
被
扶
養
者

と
な
る
場
合
や
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
は
除
く
）

○
○

任
意
継
続
加
入
者
等
記
号
・
番
号

枝
番

任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
期
間

資
格
確
認
書
等
の
添
付

（
新
し
い
職
場
の
資
格
確
認
書
等
、
資
格
取
得
日
が
分
か
る
書
類
の
本
人
分
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
）

（
医
師
国
保
等
は
除
き
ま
す
）

任
意

継
続

加
入

者
の

資
格

喪
失

年
月

日
以

降
は

、
任

意
継

続
加

入
者

と
し

て
の

保
険

診
療

等
は

受
け

ら
れ

ま
せ

ん
の

で
十

分
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
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☎

おつなぎします。
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